
－ 25 －

平
安
時
代
に
お
け
る
儒
教
　
─
─
白
居
易
「
策
林
」
の
受
容
を
軸
に
─
─

　
　
　
　
　
　
　

長
瀬　

由
美

は
じ
め
に

平
安
時
代
に
成
立
し
た
い
く
つ
も
の
勅
撰
私
撰
漢
詩
文
集
は
も
と
よ

り
、
こ
の
時
代
の
仮
名
作
品
─
─
例
え
ば
『
土
佐
日
記
』『
竹
取
物
語
』

『
宇
津
保
物
語
』
や
『
蜻
蛉
日
記
』『
源
氏
物
語
』
な
ど
─
─
を
見
わ
た

し
た
と
き
、
平
安
時
代
の
文
学
、
す
な
わ
ち
こ
の
時
代
の
表
現
と
思
想

の
大
き
な
担
い
手
が
大
学
寮
出
身
者
及
び
そ
の
子
女
た
ち
で
あ
っ
た
こ

と
に
、
す
ぐ
気
づ
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
平
安
時
代
に
は
、
大
学
寮
を
拠

点
と
し
て
中
国
唐
王
朝
に
倣
う
か
た
ち
で
学
問
が
な
さ
れ
た
。
儒
教
の

経
典
を
軸
に
、
史
書
や
六
朝
詩
文
の
総
集
た
る
『
文
選
』
が
大
学
寮
の

教
科
書
に
指
定
さ
れ
、
用
い
ら
れ
る
注
釈
書
も
基
本
的
に
唐
に
倣
っ
た
。

ま
た
承
和
年
間
以
降
は
、
中
唐
の
詩
人
に
し
て
優
れ
た
官
僚
で
あ
っ
た

白
居
易
の
詩
文
集
『
白
氏
文
集
』
が
伝
来
さ
れ
る
や
、
大
学
寮
の
教
科

書
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
お
お
い
に
重
ん
じ
ら
れ
、

詩
作
の
範
と
さ
れ
、
か
つ
官
僚
の
行
政
文
書
と
し
て
も
範
と
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
漢
籍
の
言
葉
と
思
想
の
世
界
を
受
け
と
め
て
平
安
朝
漢
詩
文
は

生
み
出
さ
れ
、
和
歌
や
仮
名
物
語
も
ま
た
、
そ
の
表
現
形
成
や
思
考
の

あ
り
か
た
に
お
い
て
、
漢
詩
文
世
界
と
密
接
に
繋
が
り
ま
た
そ
れ
を
大

き
な
糧
と
し
て
展
開
し
た
。
平
安
朝
文
学
の
基
盤
と
し
て
の
漢
文
世
界

に
つ
い
て
考
究
す
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
白
居
易
「
策
林
」
受
容
の
問

題
を
改
め
て
取
り
あ
げ
る
。

一　

平
安
時
代
思
想
史
お
よ
び
平
安
時
代
の
儒
教

さ
て
、
平
安
時
代
の
思
想

4

4

と
表
現
と
を
担
う
、
そ
の
中
核
に
大
学
寮

出
身
者
と
そ
の
子
女
た
ち
が
い
た
こ
と
を
先
に
述
べ
た
が
、
思
想
史
研

究
に
目
を
向
け
て
見
る
と
、
平
安
時
代
の
思
想
と
そ
の
変
遷
に
つ
い
て

具
体
的
か
つ
総
括
的
に
捉
え
る
研
究
は
未
だ
十
分
に
展
開
さ
れ
て
は
い

な
い
。
大
隅
和
雄
氏
は
、
平
安
時
代
が
日
本
文
化
史
上
極
め
て
重
要
な

意
味
を
持
つ
時
代
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
時
代
の
思
想
に
つ
い
て
は
、

仏
教
を
軸
と
し
て
鎌
倉
新
仏
教
発
生
の
淵
源
を
遡
っ
て
探
る
と
い
う
方

向
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
思
想
史
的
研
究
が
等
閑
視
さ
れ
て
い
る

1
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大
き
な
理
由
と
し
て
、
仏
教
教
学
に
関
す
る
も
の
を
除
い
て
は
、
狭
い

意
味
で
の
思
想
的
論
述
の
書
が
平
安
時
代
に
は
非
常
に
少
な
い
こ
と
を

挙
げ
る
。氏
は
論
文
「
古
代
末
期
に
お
け
る
価
値
観
の
変
動
」
に
お
い
て
、

平
安
時
代
の
思
想
史
の
見
取
図
を
作
る
べ
く
「
律
令
的
な
価
値
体
系
」

に
注
目
さ
れ
、
律
令
的
な
価
値
体
系
の
流
動
化
か
ら
解
体
へ
、
ま
た
律

令
的
な
体
制
の
外
に
あ
る
も
の
の
発
見
と
認
識
の
深
ま
り
と
い
う
動
向

を
中
心
と
し
て
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
り
、
平
安
時
代
の
思
想
・
文
化
の

特
質
と
変
遷
を
論
じ
ら
れ
た
。

た
だ
し
今
日
の
日
本
史
研
究
の
進
展
に
よ
り
、
律
令
国
家
体
制
と
い

わ
れ
る
平
安
時
代
の
国
制
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
従
来
の
認
識
に
対
す

る
見
直
し
が
迫
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
で
は
西
晋
か
ら
隋
唐

に
か
け
て
の
律
令
制
の
時
代
、
律
令
と
対
置
し
て
礼
制
（
五
礼
に
編
成

さ
れ
た
国
家
的
儀
礼
）
が
整
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
本
来
律
令
は
、
貴

族
社
会
の
内
部
秩
序
を
皇
帝
権
力
の
も
と
に
整
序
し
統
合
す
る
と
こ
ろ

の
儀
注
（
＝
礼
典
）
の
存
在
を
不
可
欠
と
し
て
い
た
。
律
令
制
と
い
う

よ
り
儀
注
・
律
令
制
と
規
定
す
べ
き
国
制
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
日
本

で
も
八
世
紀
中
葉
に
、
律
令
の
編
纂
に
は
五
礼
の
整
備
が
伴
う
べ
き
と

い
う
こ
の
中
国
的
な
認
識
─
─
律
令
に
は
礼
制
と
の
二
元
構
造
が
あ
り
、

律
令
は
礼
制
と
相
ま
っ
て
初
め
て
機
能
す
る
と
い
う
認
識
、
さ
ら
に
礼

制
は
律
令
に
優
先
す
る
と
い
う
中
国
的
な
理
念
─
─
が
支
配
層
の
あ
い

だ
で
共
有
さ
れ
る
。
八
世
紀
中
葉
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
、
唐
令
・
唐

礼
の
継
受
は
新
た
な
段
階
を
示
す
の
で
あ
り
、
日
本
的
な
律
令
法
と
礼

制
が
定
着
し
た
の
が
摂
関
期
の
国
家
と
捉
え
る
べ
き
だ
、
と
の
議
論
が

な
さ
れ
て
い
る
。「
律
令
的
な
価
値
体
系
」
を
平
安
時
代
の
思
想
を
つ

か
む
切
り
口
と
す
る
に
は
、
今
日
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

「
律
令
的
」
と
は
何
か
を
改
め
て
定
義
し
な
お
す
手
続
き
が
必
要
と
な

る
。し

か
し
、
平
安
時
代
の
国
制
を
従
来
の
よ
う
に
律
令
制
と
み
る
に
せ

よ
改
め
て
儀
注
・
律
令
制
と
捉
え
る
に
せ
よ
、
そ
の
国
制
の
基
盤
、
大

学
寮
出
身
者
た
ち
の
知
の
基
盤
に
儒
教
が
あ
る
こ
と
は
揺
ら
が
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
平
安
時
代
知
識
人
の
思
想
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず

儒
教
思
想
の
受
容
の
様
相
が
問
わ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、
平
安
時
代
の

儒
教
に
つ
い
て
は
、
そ
の
国
制
と
儒
教
思
想
と
の
結
び
つ
き
ゆ
え
に
な

か
ば
自
明
と
さ
れ
、
古
代
史
研
究
に
お
い
て
十
分
に
検
討
議
論
さ
れ
る

こ
と
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
古
代
に
お
け
る

儒
教
受
容
の
限
界
を
強
調
し
、
古
代
の
日
本
は
漢
字
文
化
圏
だ
が
儒
教

文
化
圏
と
は
い
え
ず
文
字
の
上
の
知
識
と
し
て
学
ん
だ
に
す
ぎ
な
い
、

実
際
の
政
治
や
道
徳
や
文
学
に
儒
教
の
影
響
は
小
さ
い
と
い
う
主
張
が

今
な
お
一
定
の
影
響
力
を
も
っ
て
も
い
る
。

い
っ
た
い
平
安
時
代
の
儒
教
と
は
、
実
質
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
の
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
は
、
平
安
時
代
の
人
々
が
倣
っ
た

唐
と
い
う
時
代
の
儒
教
、
唐
王
朝
の
国
制
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た

と
こ
ろ
の
唐
代
儒
教
と
は
如
何
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
の
確
認
が
ま
ず

必
要
と
な
ろ
う
。
が
、
唐
代
三
百
年
は
一
般
的
に
は
、
そ
の
前
の
四
百

年
近
い
六
朝
時
代
と
と
も
に
、
圧
倒
的
に
儒
教
優
勢
の
時
代
だ
っ
た
漢

代
と
、
新
儒
教
の
時
代
と
な
る
宋
代
と
に
挟
ま
れ
た
、
儒
教
的
に
は
谷

間
の
時
代
と
み
な
さ
れ
る
。
唐
代
の
儒
教
に
つ
い
て
は
、
漢
代
に
確
立

さ
れ
た
経
学
、
訓
詁
の
学
と
い
う
領
域
を
出
る
こ
と
な
く
、
そ
の
総
括
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と
し
て
の
『
五
経
正
義
』
が
作
ら
れ
た
こ
と
、
中
唐
以
降
、
新
儒
教
に

繋
が
る
新
し
い
動
き
が
あ
ら
わ
れ
出
す
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
、
学
問

の
特
徴
と
し
て
は
六
朝
的
風
潮
の
強
く
残
っ
て
い
た
唐
代
、
明
経
が
軽

ん
じ
ら
れ
詩
文
が
重
視
さ
れ
て
進
士
科
に
人
材
が
集
中
し
た
と
い
わ
れ

る
が
、
平
安
時
代
大
学
寮
も
こ
れ
と
傾
向
を
同
じ
く
す
る
。

い
ま
本
稿
で
は
、
平
安
朝
文
人
貴
族
の
儒
教
思
想
の
実
質
を
考
え
る

具
体
的
な
手
立
て
と
し
て
、
白
居
易
「
策
林
」
と
『
貞
観
政
要
』
と
に

注
目
し
、
特
に
白
氏
「
策
林
」
の
受
容
に
つ
い
て
取
り
あ
げ
た
い
と
思

う
。
白
居
易
の
詩
文
集
『
白
氏
文
集
』
と
『
貞
観
政
要
』
は
、
大
学
寮

の
教
科
書
で
は
な
い
も
の
の
平
安
朝
の
文
人
貴
族
が
重
ん
じ
て
い
た
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
を
反
映
し
て
比
較
的
多
く
の
古
抄
本
が
残
存
す
る
。

な
お
『
貞
観
政
要
』
は
、
唐
代
文
化
を
基
礎
づ
け
た
太
宗
の
政
治
に
関

す
る
言
行
を
、
玄
宗
時
代
の
歴
史
家
呉
兢
が
十
巻
四
十
篇
に
編
纂
し
た

書
で
あ
り
、『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
著
録
さ
れ
る
が
、
既
に
桓
武

朝
に
は
伝
来
し
た
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
太
宗
は
多
く
の
優
れ
た
人

物
を
任
用
し
そ
の
諫
言
を
い
れ
、
儒
教
の
精
神
を
治
国
の
方
針
と
し
、

『
五
経
正
義
』
を
作
ら
せ
て
大
学
の
教
科
の
標
準
と
し
た
。
そ
う
し
た

太
宗
の
政
事
─
─
優
れ
た
臣
下
の
補
佐
す
る
統
治
の
さ
ま
─
─
を
記
す

『
貞
観
政
要
』
は
、
平
安
時
代
お
お
い
に
尊
ば
れ
た
と
お
ぼ
し
く
、
菅

原
家
・
藤
原
南
家
・
大
江
家
・
清
原
家
な
ど
家
伝
の
本
が
伝
わ
る
。
白

居
易
「
策
林
」
と
は
、『
白
氏
文
集
』
巻
四
十
五
か
ら
四
十
八
に
収
め

ら
れ
全
七
十
五
篇
か
ら
成
る
も
の
で
、
白
居
易
が
制
科
（
天
子
親
裁
の

試
問
）
に
応
じ
る
た
め
の
い
わ
ば
想
定
問
答
集
と
し
て
、
親
友
元
稹
と

共
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
唐
王
朝
と
し
て
あ
る
べ
き
政
治
理
念
、

と
る
べ
き
政
治
指
針
が
明
快
か
つ
具
体
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
模
範
論
集

と
も
い
う
べ
き
こ
の
白
居
易
「
策
林
」
は
、
唐
に
お
い
て
居
易
在
世
当

時
か
ら
科
挙
受
験
者
の
間
で
盛
ん
に
用
い
ら
れ
、
日
本
で
も
国
家
の
理

念
を
明
確
に
論
じ
た
文
章
と
し
て
、
平
安
前
期
の
菅
原
道
真
や
一
条
朝

の
明
法
道
の
権
威
・
惟
宗
允
亮
ら
に
重
ん
じ
ら
れ
た
。
唐
王
朝
の
治
世

の
理
念
を
示
し
、
か
つ
そ
の
具
体
的
実
践
を
記
録
し
た
書
と
も
い
う
べ

き
『
貞
観
政
要
』
も
、王
朝
の
理
念
と
具
体
的
方
策
を
論
ず
る
白
氏
「
策

林
」
も
、
平
安
時
代
の
文
人
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
、
い
わ
ば
大
学
寮
で

学
ば
れ
る
諸
々
の
儒
教
経
典
の
言
葉
と
実
際
の
政
治
─
─
政
治
上
の
具

体
的
な
個
々
の
課
題
─
─
と
の
間
を
つ
な
ぐ
書
物
・
言
葉
で
あ
り
、
官

僚
と
し
て
の
思
想
と
態
度
の
規
範
を
示
す
も
の
と
し
て
あ
っ
た
と
捉
え

ら
れ
る
。二　

平
安
時
代
に
お
け
る
白
氏
「
策
林
」
の
受
容

白
氏
「
策
林
」
の
受
容
を
具
体
的
に
論
ず
る
に
あ
た
り
、
以
前
に
も

拙
稿
で
取
り
上
げ
た
源
為
憲
詩
と
『
権
記
』
の
記
事
を
、
今
改
め
て
左

に
挙
げ
る
。
源
為
憲
・
藤
原
行
成
は
い
ず
れ
も
一
条
天
皇
の
御
代
に
活

動
し
た
文
人
貴
族
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
や
『
枕
草
子
』
が
誕
生
し

た
一
条
朝
は
、
平
安
女
流
文
学
の
最
盛
期
と
し
て
ま
た
漢
文
学
の
隆
盛

し
た
時
代
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
好
文
の
賢
皇
」
一
条
天
皇
の

御
代
と
は
、
疫
病
・
旱ひ
で
り・
内
裏
火
災
等
々
絶
え
る
こ
と
の
な
い
災
異
に

悩
ま
さ
れ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。

感
減
四
分
一
之
詔
一
首　
　

四
分
一
を
減
ず
る
の
詔
に
感
ず
る
一
首　
　
　
　
　

7

8

9

⓾



－ 28 －

�

源
為
憲

�

減
服
御
常
膳
物　
　
　
　

服ふ
く

御ぎ
よ
じ

常や
う

膳ぜ
ん

の
物た
ぐ
ひを

減
じ
た
ま
ふ

明
王
済
世
幾
多
功　
　

明
王
世
を
済す
く

ひ
た
ま
ふ　

幾
多
の
功
ぞ

遍
代
疲
民
事
倹
恭　
　

��

遍
く
疲や

せ
た
る
民
に
代
は
り
て
倹
恭
を
事
と

し
た
ま
へ
り

御
府
奇
文
応
減
製　
　

御
府
の
奇
文
は
製た

つ
を
減
じ
た
ま
ふ
べ
し

天
厨
異
味
不
要
重　
　

天
厨
の
異
味
は
重た
ふ
とぶ
こ
と
を
要も
と

め
た
ま
は
ず

堯
年
水
溢
多
愁
沴　
　

堯げ
う

年ね
ん

に
も
水
溢あ

ふ

れ
て
沴

わ
ざ
は
ひを

愁う
れ

ふ
る
こ
と
多
し

湯
日
旱
炎
自
弃
農　
　

湯た
う

日じ
つ

に
も
旱

ひ
で
り

炎さ
か

り
て
自

お
の
づ
から

農
を
弃す

て
た
り

聖
代
難
逃
天
定
数　
　

�

聖
代
す
ら
逃
れ
難
き
は
天
の
定
め
た
る
数
な
り

何
為
責
己
慕
時
邕　
　

�

何な
ん

為す

れ
ぞ
己
を
責
め
て
時じ
よ
う邕

を
慕
ひ
た
ま
ふ

を
や

�

（『
本
朝
麗
藻
』
巻
下
、
帝
徳
部
、
９７
）

右
の
為
憲
詩
の
頸
聯
「
堯げ
う

年ね
ん

に
も
水
溢あ
ふ

れ
て
沴
わ
ざ
は
ひを

愁う
れ

ふ
る
こ
と
多
し　

湯た
う

日じ
つ

に
も
旱
ひ
で
り

炎さ
か

り
て
自
お
の
づ
から

農
を
弃す

て
た
り
」
と
は
、
伝
説
の
名
帝
堯
の

治
世
に
九
年
に
も
及
ぶ
洪
水
の
災
が
あ
り
、
ま
た
夏
の
悪
王
桀
を
滅
ぼ

し
て
殷
王
朝
を
開
い
た
湯
王
の
治
世
に
も
、
旱
の
害
が
七
年
に
わ
た
り

続
い
て
農
事
が
出
来
な
く
な
っ
た
と
い
う
故
事
を
ふ
ま
え
る
。
こ
の
堯

水
湯
旱
の
故
事
は
、『
書
経
』
堯
典
、『
史
記
』
夏
本
紀
、『
漢
書
』
食

貨
志
、『
帝
範
』
臣
軌
な
ど
諸
書
に
み
え
、『
芸
文
類
聚
』
巻
百
・
災
異

部
「
祈
雨
」
等
に
も
挙
が
る
。
堯
帝
や
湯
王
の
如
き
優
れ
た
天
子
の
治

世
、
伝
説
の
聖
代
に
お
い
て
す
ら
逃
れ
難
く
災
厄
は
起
こ
っ
た
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
「
天
定
数
（
天
の
定
め
た
運
命
）」
で
あ
っ
た
の
だ
、
そ

れ
と
同
じ
く
い
ま
一
条
帝
の
御
代
に
災
異
が
起
き
る
の
も
、
為
政
者
に

対
す
る
天
の
戒
め
で
は
な
く
避
け
得
な
い
天
の
巡
り
合
わ
せ
と
い
う
べ

き
な
の
だ
、
し
か
し
な
が
ら
天
皇
は
自
ら
の
不
徳
の
致
す
と
こ
ろ
と
御

自
身
を
お
責
め
に
な
っ
て
倹
約
に
努
め
、
太
平
を
願
わ
れ
て
お
ら
れ
る

こ
と
よ
、
と
い
う
の
が
頸
聯
尾
聯
の
詩
意
と
な
る
。

次
に
、
寛
弘
の
四
納
言
と
し
て
、
一
条
朝
を
代
表
す
る
優
れ
た
公
卿

と
数
え
ら
れ
る
藤
原
行
成
の
『
権
記
』
を
挙
げ
る
。

近
日
疫
癘
漸
く
以
て
延
蔓
す
。
此
の
災
年
来
連
々
と
し
て
絶
ゆ
る

無
し
…
而
し
て
今
世
路
の
人
皆
云
く
、
代
は
像
末
に
及
べ
り
、
災

は
是
れ
理
運
な
り
と
。
予
思
ふ
に
然
ら
ず
…
後
漢
の
末
歳
、
災
異

重
畳
す
。
後
代
の
史
、
当
時
の
謡
、
以
為
ら
く
賞
の
其
の
功
に
当

た
ら
ず
、
罰
の
其
の
罪
に
当
た
ら
ず
と
。
又
王
法
論
の
如
し
。
悪

人
を
治
罰
せ
ず
、
善
人
に
親
近
せ
ざ
れ
ば
、
禍
胎
災
孽
何
処
に
か

之
を
転
ぜ
ん
や
。
…
今
年
夏
招
俊
堂
に
災
あ
り
、
其
の
後
幾
な
ら

ず
し
て
応
天
門
壊
る
。
皆
是
れ
恠
異
の
極
み
に
し
て
、
有
識
者
定

め
て
応
に
所
見
有
る
べ
け
れ
ど
、
主
上
寛
仁
の
君
に
し
て
、
天
暦

以
後
の
好
文
の
賢
皇
な
り
。
万
機
の
余
閑
に
、
只
叡
慮
を
廻
ら
し
、

澄
清
せ
ん
こ
と
を
所
期
す
。
庶こ
ひ

幾ね
が

ふ
所
の
者
は
、
漢
の
文
帝
唐
の

太
宗
の
旧
跡
な
り
。
今
斯か

く
の
時
に
当
た
り
災
異
鋒
起
す
る
は
、

愚
暗
の
人
、
理
運
の
災
を
知
ら
ず
。
堯
の
水
湯
の
旱
も
免
れ
難
し
。

忽
ち
白
日
蒼
天
に
迷
ふ
。
訴
ふ
と
雖
も
答
ふ
る
者
無
き
な
り
。

右
は
長
保
二
（
一
〇
〇
〇
）
年
六
月
二
十
日
条
。
行
成
は
近
年
の
疫
病

の
流
行
に
つ
い
て
、
世
人
が
末
法
思
想
の
見
方
か
ら
像
法
末
期
の
世
の

理
運
だ
と
言
う
の
に
対
し
て
、
ま
ず
否
定
す
る
。
そ
し
て
「
後
代
の
史
、

当
時
の
謡
」
云
々
と
、
後
漢
末
の
た
び
重
な
る
災
異
の
原
因
を
政
治
の

⓫

⓬

⓭

⓮

⓯

⓰

⓱
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乱
れ
（
特
に
賞
罰
と
人
材
登
用
に
つ
い
て
）
と
す
る
史
書
等
の
天
人
感

応
説
を
引
い
て
、
そ
れ
は
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
王
法
正
論
品
に
も
通

ず
る
考
え
方
な
の
だ
と
す
る
。
災
厄
は
政
治
へ
の
戒
め
に
他
な
ら
ぬ
と

し
て
、
度
重
な
る
災
異
を
理
解
し
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
官
僚
行
成
の

姿
を
前
半
部
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
今
年
夏
招
俊
堂
に
災
あ
り
…
」
と
続
く
後
半
部
。
豊
楽
殿
招
俊
堂

の
雷
火
、
応
天
門
の
崩
壊
は
、
ま
さ
に
怪
異
の
極
み
で
あ
っ
て
有
識
者

に
は
考
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
一
条
天
皇
は
「
寛
仁
の

君
」「
好
文
の
賢
皇
」
で
あ
っ
て
、
万
機
の
暇
に
も
た
だ
世
の
中
が
正

し
く
清
ら
か
に
治
ま
る
こ
と
を
願
っ
て
心
を
砕
い
て
お
ら
れ
る
。
学
問

に
励
ま
れ
、
漢
文
帝
や
唐
太
宗
の
如
き
名
君
に
近
づ
こ
う
と
努
め
て
お

ら
れ
る
。
そ
れ
な
の
に
こ
の
御
代
に
災
異
が
頻
発
す
る
と
は
ど
う
い
う

こ
と
な
の
か
、
私
の
よ
う
な
愚
か
者
に
は
世
人
の
言
う
理
運
の
災
な
ど

は
分
か
ら
ぬ
。
堯
の
治
世
に
も
洪
水
が
続
き
、
湯
王
の
時
も
旱
に
悩
ま

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

さ
れ
た
の
で
あ
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

天
命
は
知
り
難
く
、
天
を
仰
い
で
答
え
を
求
め
て

も
答
え
は
得
ら
れ
な
い
の
だ
、
と
い
う
。
こ
の
条
で
行
成
は
、
学
識
あ

る
官
僚
と
し
て
、
災
異
を
ま
ず
は
天
人
感
応
説
に
則
っ
て
受
け
と
め
る

基
本
姿
勢
を
示
し
つ
つ
、
し
か
し
、
好
文
の
賢
皇
で
あ
り
な
が
ら
こ
の

よ
う
な
災
異
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
条
帝
治
世
を
慨
嘆
し
、
中

国
聖
代
の
堯
・
殷
の
湯
王
の
水
旱
の
害
に
言
及
し
て
、
天
命
の
知
り
難

さ
と
そ
の
中
で
尽
く
す
べ
き
人
事
を
思
う
。
一
条
朝
に
つ
い
て
考
え
る

行
成
の
思
惟
の
中
で
、
為
憲
詩
と
同
じ
よ
う
に
、
堯
湯
水
旱
の
故
事
を

引
き
つ
つ
天
人
感
応
説
を
相
対
化
す
る
よ
う
な
思
考
の
流
れ
が
展
開
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
平
安
時
代
の
国
家
と
為
政
者
は
、
天
人
感
応
と
呼
ば
れ
る

思
想
─
─
帝
王
を
は
じ
め
為
政
者
の
行
為
に
対
し
て
天
が
敏
感
に
反
応

す
る
と
い
う
思
想
─
─
に
基
づ
き
、
災
厄
に
対
し
て
は
そ
れ
を
政
治
の

乱
れ
や
為
政
者
の
不
徳
を
さ
と
す
天
の
戒
め
と
み
な
し
て
対
応
す
る
の

が
常
で
あ
っ
た
。
一
条
天
皇
が
災
異
に
あ
た
り
倹
約
に
努
め
る
詔
を
下

し
た
の
も
、
税
収
減
に
対
す
る
現
実
的
対
処
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
ら

へ
の
天
の
戒
め
と
受
け
と
め
た
こ
と
に
因
る
。
先
に
挙
げ
た
為
憲
詩
は
、

そ
こ
を
敢
え
て
堯
湯
水
旱
の
故
事
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
一
条
朝

の
災
厄
の
意
味
を
解
釈
し
た
、
す
な
わ
ち
災
異
の
有
無
と
為
政
へ
の
評

価
と
を
合
理
的
に
切
り
分
け
て
、
災
厄
続
く
一
条
帝
治
世
を
保
証
し
た

わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
表
現
を
紡
ぐ
一
条
朝
の
文
人
貴
族
達
の
ひ
と

つ
の
知
の
基
盤
と
し
て
、
白
氏
「
策
林
」
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

白
居
易
の
「
策
林
」
第
十
八
道
「
水
旱
の
災
を
弁
じ
存
救
の
術
を
明
ら

か
に
す
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

問
ふ
。
狂
な
れ
ば
恒
雨
若し
た
がふ
、
僭
な
れ
ば
恒
暘
若し
た
がふ
。
此
れ
政
教

道
を
失
す
れ
ば
、
必
ず
天
の
感
ず
る
を
言
ふ
な
り
。
又
堯
の
水
は

九
年
、
湯
の
旱
は
七
年
。
此
れ
陰
陽
の
定
数
に
し
て
人
に
由
ら
ざ

る
を
言
ふ
な
り
。
若
し
必
ず
政
に
繋
が
ら
ば
、
則
ち
盈
虚
の
数
は

徒
言
な
ら
ん
。
如も

し
人
に
由
ら
ず
ん
ば
、
則
ち
精
誠
の
禱
は
安い
づ

く

ん
ぞ
用
ゐ
ん
。
二
義
相
戻も
と

れ
り
、
そ
れ
誰い
づ

れ
に
か
従
ふ
べ
け
ん
。

…
臣
聞
く
。
水
旱
の
災
、
小
有
り
大
有
り
。
大
な
る
者
は
運
に
由

り
、
小
な
る
者
は
人
に
由
る
。
人
に
由
る
者
は
、
君
上
の
道
を
失

ふ
に
由
り
、
其
の
災
得
て
移
す
べ
き
な
り
。
運
に
由
る
者
は
、
陰

⓲

⓳
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陽
の
定
数
に
由
り
、
其
の
災
得
て
遷
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
然
れ

ば
則
ち
小
大
本
末
、臣
粗ほ
ぼ

之
を
知
る
。其
の
小
な
る
者
は
、…
（
軍

隊
ニ
乱
暴
ナ
者
ガ
イ
ル
、
賞
罰
ガ
適
当
デ
ナ
イ
、
徳
ノ
ナ
イ
者
ガ

登
用
サ
レ
ル
等
々
ノ
政
治
的
理
由
ヲ
挙
ゲ
、
人
々
ノ
悲
シ
ミ
怨
ム

気
持
ガ
変
化
シ
テ
災
イ
ヲ
モ
タ
ラ
ス
故
、
天
災
ニ
ア
ッ
テ
古
ノ
天

子
ハ
政
治
ヲ
深
ク
省
ミ
タ
ノ
ダ
ト
述
ベ
テ
）
…
若
し
此こ
こ

に
一
有
れ

ば
、
則
ち
是
れ
政
令
の
失
に
し
て
天
地
の
譴と
が

む
る
な
り
。
又
洪
範

に
曰
く
、
狂
な
れ
ば
恒
雨
若し
た
がふ

、
僭
な
れ
ば
恒
暘
若
ふ
と
。
信
あ

ら
ず
乂が
い

あ
ら
ざ
れ
ば
、
亦
水
旱
之
に
応
ず
る
を
言
ふ
。
然
ら
ば
則

ち
人
君
苟い
や
し
くも
能よ

く
過
ち
を
改
め
違
ひ
を
塞ふ
さ

ぎ
、
徳
に
率し
た
がひ
政
を

修
め
、
天
を
敬つ
つ
しむ

の
志
を
勵は
げ

ま
し
、
己
を
罪
す
る
の
心
を
虔つ
つ
しめ

ば
、

…
至
誠
の
感
ず
る
所
、
災
を
為
す
能
は
ず
。
…
此
れ
臣
の
所
謂
人

に
由
り
て
移
す
べ
き
災
な
り
。
其
の
大
な
る
者
は
則
ち
唐
堯
九
載

の
水
、
殷
湯
七
年
の
旱
、
是
な
り
。
夫
れ
以お
も
んみ

る
に
堯
の
大
聖
、

湯
の
至
仁
に
し
て
、
時
に
于お
い

て
徳
倹
に
し
て
人
和
し
、
刑
清
く
し

て
兵
偃や

む
。
上
、
狂
僭
の
政
無
く
、
下
、
怨
嗟
の
聲
無
し
。
而
れ

ど
も
卒つ
ひ

に
浩
々
と
し
て
天
を
滔ひ
た

す
の
災
、
炎
々
と
し
て
石
を
爛た
だ

ら

す
の
沴れ
い

有
り
。
君
上
の
道
を
失
ふ
に
非
ず
、
蓋
し
陰
陽
の
定
数
な

り
。
此
れ
臣
の
所
謂
運
に
由
り
て
遷
す
べ
か
ら
ざ
る
災
な
り
。
然

ら
ば
則
ち
聖
人
は
災
を
遷
す
こ
と
能
は
ざ
る
も
、
能
く
災
を
禦ふ
せ

ぐ

な
り
。
時
に
違
ふ
こ
と
能
は
ざ
る
も
、
能
く
時
を
輔た
す

く
る
な
り
。

…
（
コ
ノ
ヨ
ウ
ナ
場
合
モ
常
日
頃
カ
ラ
ノ
蓄
エ
ガ
十
分
デ
ア
リ
、

人
々
ガ
恩
義
・
信
義
デ
結
バ
レ
テ
イ
ル
コ
ト
デ
、
対
応
出
来
ル
ノ

ダ
ト
述
ベ
ル
）

右
の
文
章
は
、
水
旱
の
災
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
を
論
ず
る
も
の
で

あ
る
。
君
主
が
狂
妄
で
あ
っ
た
り
道
理
に
外
れ
て
い
た
り
し
て
政
治
・

教
化
が
道
を
失
え
ば
、
天
が
必
ず
反
応
し
て
水
旱
の
災
が
起
こ
る
と
か
。

い
っ
ぽ
う
堯
帝
や
湯
王
の
時
に
も
水
旱
の
災
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
人

の
善
悪
に
よ
ら
ず
天
運
で
あ
っ
た
と
い
う
。
災
害
が
為
政
者
の
善
悪
に

よ
る
な
ら
ば
、
天
の
定
め
た
運
命
な
ど
と
い
う
考
え
は
た
わ
言
と
な
ろ

う
し
、
災
害
が
人
の
善
悪
に
よ
ら
な
い
と
な
れ
ば
、
真
心
あ
る
態
度
や

祈
り
な
ど
無
用
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
考
え
方
は
矛
盾
し
て
い
る
が
、

ど
ち
ら
に
従
う
べ
き
か
と
い
う
問
い
を
立
て
、
そ
れ
に
対
し
て
答
え
る
。

水
旱
の
害
は
運
に
基
づ
く
大
な
る
も
の
と
、
人
に
基
づ
く
小
な
る
も
の

と
が
あ
り
、
小
の
場
合
は
君
主
の
態
度
を
改
め
る
こ
と
で
害
を
な
く
す

こ
と
が
で
き
る
。が
、堯
帝
湯
王
の
世
の
水
旱
の
如
き
運
、陰
陽
の
「
定

数
」
に
よ
る
大
な
る
も
の
は
、
君
主
の
態
度
如
何
に
よ
ら
な
い
。
し
か

し
こ
の
場
合
に
は
、
常
日
頃
か
ら
の
備
蓄
と
人
心
が
信
義
で
固
く
結
ば

れ
て
い
る
こ
と
で
対
応
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
、
と
。
居
易
「
策
林
」

の
こ
の
文
章
は
、
災
異
に
対
す
る
非
常
に
合
理
的
な
、
バ
ラ
ン
ス
感
覚

の
あ
る
見
方
を
明
快
に
提
示
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
先
に
み
た
為

憲
詩
や
『
権
記
』
の
思
考
態
度
は
、
こ
の
「
策
林
」
の
論
理
と
あ
い
通

じ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
視
点
を
変
え
て
注
意
し
た
い
の
は
、
白
氏
「
策
林
」
の
当
該

文
章
が
『
政
事
要
略
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。『
政
事
要

略
』
と
は
、
一
条
朝
に
活
躍
し
た
明
法
家
惟こ
れ
む
ね
の宗

允た
だ

亮す
け

に
よ
っ
て
編
纂

さ
れ
た
法
制
書
で
あ
り
、
全
百
三
十
巻
、
う
ち
二
十
五
巻
が
現
存
す
る
。

藤
原
実
資
の
嘱
を
受
け
た
も
の
で
、
政
務
行
事
に
関
し
て
「
各
部
目
ご
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と
に
、
そ
れ
に
関
係
の
あ
る
律
令
格
式
の
条
文
や
国
史
・
日
記
な
ど
の

記
事
、
更
に
広
く
参
考
と
す
べ
き
和
漢
の
典
籍
を
引
用
し
、
ま
た
著
者

自
身
や
父
祖
先
輩
の
勘
文
・
勘
答
な
ど
を
掲
げ
、
要
所
に
は
著
者
の
私

案
を
付
す
る
と
と
も
に
、
父
祖
や
古
老
か
ら
の
談
話
ま
で
」
収
録
す
る
。

な
お
惟
宗
允
亮
は
、
一
条
朝
に
お
い
て
明
法
道
の
権
威
と
し
て
仰
が
れ

て
い
た
人
物
で
あ
り
、明
法
得
業
生
か
ら
出
身
し
て
永
観
二
（
九
八
四
）

年
頃
明
法
博
士
と
な
り
、
勘
解
由
次
官
・
左
衛
門
権
佐
・
検
非
違
使
・

大
判
事
等
を
歴
任
し
た
。
允
亮
は
朝
廷
の
諮
問
に
応
じ
て
多
く
の
勘
文

を
奉
る
と
と
も
に
、
私
邸
で
令
を
講
じ
た
り
、
藤
原
道
長
・
実
資
・
公

任
・
行
成
ら
か
ら
政
務
法
令
に
関
す
る
質
疑
を
受
け
て
度
々
応
答
し
た

り
し
て
い
る
。『
権
記
』『
小
右
記
』
に
は
彼
の
名
が
た
び
た
び
登
場
し
、

こ
と
に
実
資
・
行
成
と
は
交
流
が
深
か
っ
た
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
。
な

お
允
亮
は
い
わ
ゆ
る
長
徳
の
変
に
際
し
て
、
検
非
違
使
と
し
て
内
大
臣

藤
原
伊
周
逮
捕
を
指
揮
し
た
が
、
こ
の
時
の
検
非
違
使
別
当
が
藤
原
実

資
、
藤
原
行
成
は
蔵
人
頭
で
あ
っ
た
。

政
務
に
必
要
な
資
料
を
集
録
し
た
こ
の
『
政
事
要
略
』
に
、『
白
氏

文
集
』
引
用
が
現
存
巻
の
み
で
も
六
箇
所
に
及
ぶ
こ
と
は
、
つ
と
に
太

田
次
男
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
現
存
す
る
『
政

事
要
略
』
の
『
文
集
』
引
用
は
「
策
林
」
か
ら
三
例
、
判
（
巻

四
十
九
）
か
ら
一
例
、
諷
諭
詩
新
楽
府
（
巻
三
）
か
ら
一
例
、
そ
し
て

蘇
州
禅
院
白
氏
文
集
記
（
巻
六
十
一
）
の
全
六
例
。
一
見
し
て
分
か
る

通
り
「
策
林
」
か
ら
の
引
用
が
目
立
つ
が
、
そ
の
ひ
と
つ
が
、
先
に
挙

げ
た
「
策
林
」
第
十
八
道
「
水
旱
の
災
を
弁
じ
存
救
の
術
を
明
ら
か
に

す
」
な
の
で
あ
り
、『
政
事
要
略
』
巻
六
十
「
交
替
雑
事
廿
」
の
「
損

不
堪
佃
田
事
」
の
項
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
損
不
堪
佃
田
事
」

は
、
水
旱
蟲
霜
等
の
害
を
蒙
っ
た
田
地
の
問
題
を
扱
う
項
で
、
は
じ
め

に
損
田
・
不
堪
佃
田
に
対
す
る
調
庸
の
減
額
等
具
体
的
処
理
方
法
が
、

令
格
式
等
を
挙
げ
て
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
続
け
て
、「
策
林
」

の
「
水
旱
の
災
を
弁
じ
存
救
の
術
を
明
ら
か
に
す
」
や
、
諷
諭
詩
新
楽

府
「
捕
蝗
」
が
載
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
の
前
に
掲
げ
ら

れ
る
法
令
文
と
異
な
り
、
水
旱
蝗
害
に
対
す
る
具
体
的
対
策
の
た
め
で

な
く
、
そ
も
そ
も
為
政
者
は
水
旱
蝗
害
と
い
う
も
の
を
如
何
に
理
解
し

受
け
と
め
る
べ
き
か
と
い
う
「
為
政
者
の
心
構
え
に
資
す
る
」
も
の
と

し
て
、
す
な
わ
ち
個
々
の
具
体
的
対
策
が
拠
っ
て
立
つ
べ
き
基
本
的
政

治
理
念
を
典
型
的
に
示
す
文
章
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
白
氏
「
策

林
」
が
一
条
朝
の
文
人
官
僚
た
ち
に
確
か
に
受
け
と
め
ら
れ
、
そ
の
思

考
と
判
断
の
拠
所
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
例
で
あ
る
。

ち
な
み
に
『
貞
観
政
要
』
に
は
、
第
三
十
九
「
論
災
異
（
災
異
を
論

ず
）」
の
篇
が
あ
る
。
三
章
で
成
り
、
大
水
や
彗
星
出
現
と
い
っ
た
災

異
に
及
ん
で
の
臣
下
た
ち
の
進
言
が
載
る
が
、
そ
れ
ら
は
以
下
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。

（
貞
観
八
年
、
山
崩
レ
大
水
ニ
ミ
マ
ワ
レ
タ
際
ニ
虞
世
南
ガ
進

言
シ
テ
）
…
且
つ
妖
は
徳
に
勝
た
ず
。
唯
だ
徳
を
修
む
れ
ば
以
て

変
を
銷
す
べ
し
、
と
。
太
宗
、
以
て
然
り
と
為
す
。

（
同
ジ
ク
八
年
、
彗
星
ガ
現
レ
タ
ノ
ニ
際
シ
虞
世
南
ガ
進
言
シ

テ
）
…
陛
下
若
し
、
徳
政
修
ま
ら
ざ
れ
ば
、
麟
鳳
数

し
ば
し
ば

見
は
る
と

雖
も
、
終
に
是
れ
益
無
か
ら
ん
。
但
だ
朝
を
し
て
闕
政
無
く
、
百

姓
を
し
て
安
楽
な
ら
し
め
ば
、
災
変
有
り
と
雖
も
、
何
ぞ
時
に
損

⓴

21

22

23

24

25
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ぜ
ん
…
。（
魏
徴
ガ
進
言
シ
テ
）
臣
聞
く
、
古
よ
り
帝
王
、
未
だ

災
変
無
き
者
有
ら
ず
。
但
だ
能
く
徳
を
修
む
れ
ば
、
災
変
自
ら
銷

す
。
陛
下
天
変
有
る
に
因
り
て
、
遂
に
能
く
誡
懼
し
、
反
覆
思
量

し
、
深
く
自
ら
剋
責
す
。
此
の
変
有
り
と
雖
も
、
必
ず
災
を
為
さ

ざ
る
な
り
、
と
。
…

（
貞
観
十
一
年
、
大
雨
ニ
際
シ
岑
文
本
ガ
進
言
シ
テ
）
…
臣
の

愚
心
、
惟
だ
願
は
く
は
、
陛
下
思
ひ
て
怠
ら
ざ
ら
ん
こ
と
を
。
則

ち
至
道
の
美
、
三
五
と
隆
を
比
し
、
億
載
の
祚
、
天
地
に
随
ひ
て

長
久
な
ら
ん
。
桑
穀
を
し
て
妖
を
為
し
、
龍
蛇
を
し
て
孽
を
作
し
、

雉
を
し
て
鼎
耳
に
雊
き
、
石
を
し
て
晋
の
地
に
言
は
し
む
と
雖
も
、

猶
当
に
禍
を
転
じ
て
福
と
為
し
、
咎
を
変
じ
て
祥
と
為
す
べ
し
。

况
ん
や
水
雨
の
患
は
、
陰
陽
の
恒
理
な
り
。
豈
に
之
を
天
譴
と
謂

ひ
て
、
聖
心
に
繋
く
べ
け
ん
や
。
…
太
宗
深
く
其
の
言
を
納
る
。

…
右
の
如
く
、
既
に
『
貞
観
政
要
』
の
内
に
天
人
相
関
思
想
を
相
対
化

す
る
よ
う
な
視
座
・
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、
唐
代
で
は
以
降
例
え

ば
徳
宗
時
代
の
陸
贄
の
奏
議
に
、
堯
湯
の
故
事
を
挙
げ
て
天
人
相
関
説

を
相
対
化
す
る
文
言
が
み
ら
れ
る
（「
夫
れ
水
旱
の
敗
為
る
や
、
堯
湯

も
之
を
被
れ
り
。
陰
陽
相
寇
す
、
聖
も
何
ぞ
禦ふ
せ

が
ん
哉
（
夫
水
旱
為
敗
、

堯
湯
被
之
矣
。
陰
陽
相
寇
、
聖
何
禦
哉
）」。
こ
う
し
た
、
漢
代
儒
教
の

天
人
相
関
説
を
相
対
化
し
て
ゆ
く
唐
代
国
家
の
儒
教
の
あ
り
か
た
、

『
貞
観
政
要
』
か
ら
陸
贄
の
奏
議
と
い
う
流
れ
の
延
長
線
上
に
白
居
易

「
策
林
」
は
成
立
し
て
い
よ
う
が
、
本
稿
で
は
今
は
こ
れ
以
上
こ
の
問

題
に
つ
い
て
立
ち
入
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

平
安
時
代
の
儒
教
に
関
し
て
、
平
安
朝
の
文
人
貴
族
は
「
董
仲
舒
の

天
人
相
関
思
想
に
よ
っ
て
神
秘
的
呪
術
的
傾
向
を
加
え
た
と
こ
ろ
の
、

陰
陽
道
を
含
む
正
統
的
儒
教
」
を
受
容
し
た
こ
と
で
「
祥
瑞
災
異
思
想

や
禁
忌
意
識
を
い
た
ず
ら
に
煩
瑣
に
し
肥
大
化
さ
せ
」
た
と
い
わ
れ
る
。

し
か
し
、『
政
事
要
略
』
の
白
氏
「
策
林
」
重
視
や
、
そ
の
「
策
林
」

の
思
考
に
通
じ
る
為
憲
詩
や
行
成
の
日
記
を
み
る
と
き
、
平
安
朝
文
人

貴
族
た
ち
の
儒
家
思
想
に
対
し
て
改
め
て
検
討
す
る
必
要
性
が
浮
き
上

が
っ
て
こ
よ
う
。『
源
氏
物
語
』
薄
雲
巻
、
天
変
地
異
が
頻
り
に
起
こ
り
、

太
政
大
臣
や
式
部
卿
の
宮
の
死
な
ど
の
凶
事
が
続
く
な
か
で
、
冷
泉
帝

が
内
大
臣
光
源
氏
に
譲
位
を
ほ
の
め
か
す
段
に
は
、
光
源
氏
の
言
葉
と

し
て
こ
う
あ
る
。「
い
と
あ
る
ま
じ
き
御
事
な
り
。
世
の
静
か
な
ら
ぬ

こ
と
は
、
か
な
ら
ず
政

ま
つ
り
ご
との

直
く
ゆ
が
め
る
に
も
よ
り
は
べ
ら
ず
。
さ

か
し
き
世
に
し
も
な
む
よ
か
ら
ぬ
こ
と
ど
も
も
は
べ
り
け
る
。
聖
の
帝

の
世
に
横
さ
ま
の
乱
れ
出
で
来
る
こ
と
、
唐も
ろ

土こ
し

に
も
は
べ
り
け
る
。
わ

が
国
に
も
さ
な
む
は
べ
る
…
」
と
。『
源
氏
物
語
』
の
作
者
紫
式
部
も
、

惟
宗
允
亮
や
行
成
と
同
時
代
を
、
し
か
も
彼
等
と
近
し
い
文
化
圏
の
中

で
生
き
て
い
た
わ
け
だ
が
、
一
条
朝
知
識
人
達
の
思
考
の
特
質
に
は
、

か
れ
ら
が
白
居
易
の
文
を
深
く
受
容
し
た
こ
と
が
や
は
り
大
き
く
与
っ

て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

注1　

平
安
時
代
に
お
け
る
白
居
易
「
策
林
」
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
拙

著
『
源
氏
物
語
と
平
安
朝
漢
文
学
』（
二
〇
一
九
年
、
勉
誠
出
版
）

の
「
一
条
朝
前
後
の
漢
詩
文
に
お
け
る
『
白
氏
文
集
』
諷
諭
詩
の

26

2７

28

2９

30
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受
容
」「
一
条
朝
の
文
人
貴
族
と
惟
宗
允
亮　

─
源
為
憲
詩
を
起

点
と
し
て
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

2　

大
隅
和
雄
「
古
代
末
期
に
お
け
る
価
値
観
の
変
動
」（『
北
海
道
大

学
文
学
部
紀
要
』
16
、
一
九
六
八
年
二
月
）。
氏
の
問
題
意
識
を

受
け
律
令
国
家
の
価
値
観
・
文
章
経
国
思
想
を
軸
と
し
た
論
と
し

て
、
小
原
仁
「
摂
関
・
院
政
期
に
お
け
る
本
朝
意
識
の
構
造
」

（『
中
世
貴
族
社
会
と
仏
教
』
二
〇
〇
七
年
、
吉
川
弘
文
館
。
初
出

は
一
九
八
七
年
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

3　

注
2
論
文

4　

大
隅
清
陽
「
礼
と
儒
教
思
想
」（『
律
令
官
制
と
礼
秩
序
の
研
究
』

二
〇
一
一
年
、吉
川
弘
文
館
）、大
津
透
「
天
皇
制
唐
風
化
の
画
期
」

（『
古
代
の
天
皇
制
』
一
九
九
九
年
、
岩
波
書
店
）「
格
式
の
成
立

と
摂
関
期
の
法
」『
新
体
系
日
本
史
２　

法
社
会
史
』（
二
〇
〇
一

年
、
山
川
出
版
社
）
等
。

5　

平
安
時
代
の
儒
教
に
つ
い
て
は
、
市
川
本
太
郎
『
日
本
儒
教
史
㈡

中
古
篇
』（
一
九
九
一
年
、
汲
古
書
院
）
久
木
幸
男
『
大
学
寮
と

古
代
儒
教
』（
一
九
六
八
年
、サ
イ
マ
ル
出
版
会
）、工
藤
重
矩
『
平

安
朝
文
学
と
儒
教
の
文
学
観
─
源
氏
物
語
を
読
む
意
義
を
求
め

て
』（
二
〇
一
四
年
、
笠
間
書
院
）
等
が
あ
る
。

6　

津
田
左
右
吉
『
文
学
に
現
は
れ
た
る
国
民
思
想
の
研
究　

一
─
貴

族
文
学
の
時
代
─
』（『
津
田
左
右
吉
全
集
』
四
、一
九
六
四
年
、

岩
波
書
店
）

７　

若
槻
俊
秀
「
唐
代
儒
教
の
一
考
察
─
孔
子
の
苗
裔
を
通
し
て
み

た
」（『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
31
、
一
九
七
八
年
二
月
）

8　

原
田
種
成
『
貞
観
政
要
の
研
究
』（
一
九
六
五
年
、
吉
川
弘
文
館
）

９　

注
１
「
一
条
朝
の
文
人
貴
族
と
惟
宗
允
亮　

─
源
為
憲
詩
を
起
点

と
し
て
」

10　
『
権
記
』
長
保
六
年
六
月
二
十
日
条
の
語
。

11　
『
本
朝
麗
藻
』
詩
の
本
文
・
訓
読
及
び
番
号
は
『
本
朝
麗
藻
簡
注
』

（
一
九
九
三
年
、
勉
誠
社
）
に
よ
る
。

12　

帝
曰
、
咨
、
四
岳
。
湯
湯
洪
水
、
方
割
。
蕩
蕩
懐
山
襄
陵
、
浩
浩

滔
天
、
下
民
其
咨
。
有
能
俾
乂
。
…
九
載
、
績
用
弗
成
。

13　

当
帝
堯
之
時
、
鴻
水
滔
天
、
浩
浩
懐
山
襄
陵
、
下
民
其
憂
。
…
於

是
堯
聴
四
岳
、
用
鯀
治
水
。
九
年
而
水
不
息
。
功
用
不
成
。

14　

聖
王
在
上
而
民
不
凍
飢
者
、
非
能
耕
而
食
之
、
織
而
衣
之
也
、
為

開
其
資
財
之
道
也
。
故
堯
禹
有
九
年
之
水
、
湯
有
七
年
之
旱
、
而

国
亡
捐
瘠
者
、
以
畜
積
多
而
備
失
具
也
。

15　

上
古
之
代
、
務
在
勧
農
、
故
堯
水
九
年
、
湯
旱
七
載
、
野
無
青
草

而
無
飢
色
。

16　
『
芸
文
類
聚
』
巻
百
「
祈
雨
」
で
は
冒
頭
「
呂
氏
春
秋
曰
、
昔
者

殷
湯
、
克
夏
而
王
天
下
、
五
年
不
雨
、
湯
乃
以
身
禱
於
桑
林
…
」

と
『
呂
氏
春
秋
』
を
挙
げ
、
ほ
か
『
荀
子
』『
説
苑
』
等
の
記
事

を
載
せ
る
。

1７　
『
権
記
』
本
文
は
史
料
纂
集
に
よ
り
訓
み
下
し
た
。『
権
記
』
当
該

条
に
つ
い
て
は
、
藤
原
克
己
「
公
卿
日
記
と
漢
文
学
」（『
菅
原
道

真
と
平
安
朝
漢
文
学
』
二
〇
〇
一
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
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18　

王
法
正
論
品
で
は
、
王
は
正
論
を
実
践
し
な
い
と
諸
天
の
怒
り
を

受
け
て
亡
ぼ
さ
れ
る
と
し
て
、
国
王
の
治
国
に
つ
い
て
の
要
路
が

述
べ
ら
れ
る
。

1９　

本
文
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
政
事
要
略
』
に
よ
る
。
但
し
、
太

田
次
男
「『
政
事
要
略
』
所
引
の
白
氏
文
集
」「
金
澤
文
庫
と
白
氏

文
集
」（『
旧
鈔
本
を
中
心
と
す
る
白
氏
文
集
本
文
の
研
究
』

一
九
九
七
年
、
勉
誠
社
）
に
従
い
一
部
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

20　

虎
尾
俊
哉
「
政
事
要
略
に
つ
い
て
」（『
古
代
典
籍
文
書
論
考
』

一
九
八
二
年
、
吉
川
弘
文
館
）

21　

惟
宗
氏
は
飛
鳥
以
来
の
帰
化
人
系
大
族
、
秦
宿
祢
・
秦
忌
寸
・
秦

公
の
三
氏
の
嫡
流
が
、
元
慶
年
間
に
そ
の
名
を
特
賜
さ
れ
た
一
族

で
あ
り
、
惟
宗
氏
の
多
く
は
「
帰
化
氏
族
の
常
と
し
て
中
国
的
知

見
を
継
承
す
る
と
と
も
に
そ
の
特
技
を
活
用
」
し
、「
或
い
は
太

政
官
外
記
・
史
等
々
の
勢
官
を
帯
し
、
或
い
は
衛
門
府
官
人
に
し

て
検
非
違
使
宣
下
を
蒙
り
、
兼
ね
て
明
法
・
文
章
・
陰
陽
・
医
博

士
等
に
任
ぜ
ら
れ
、
諸
道
に
お
け
る
総
帥
た
る
栄
誉
を
担
っ
た
」

と
い
う
（
利
光
三
津
夫
・
松
田
和
晃
「
古
代
に
お
け
る
中
級
官
人

層
の
一
系
図
に
つ
い
て
─
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
『
惟
宗
系

図
』
の
研
究
─
（
上
）（
下
）」『
法
学
研
究
』
一
九
八
三
年
一
・
二

月
）。

22　
『
本
朝
麗
藻
』
巻
下
法
令
部
に
こ
の
時
の
大
江
以
言
の
詩
序
と
詩

が
載
り
（
詩
序
は
『
本
朝
文
粋
』
に
も
収
録
）、長
保
元
（
九
九
九
）

年
六
月
三
日
と
あ
る
（『
日
本
紀
略
』
は
六
月
某
日
と
す
る
）。

23　

太
田
次
男
「『
政
事
要
略
』
所
引
の
白
氏
文
集
」「
金
澤
文
庫
と
白

氏
文
集
」（『
旧
鈔
本
を
中
心
と
す
る
白
氏
文
集
本
文
の
研
究
』

中
・
下
巻
、
一
九
九
七
年
、
勉
誠
社
）。

24　

注
23
論
文

25　

な
お
『
政
事
要
略
』
に
は
『
貞
観
政
要
』
の
引
用
は
現
存
二
箇
所

あ
る
（
巻
六
十
一
で
「
論
刑
法
」
篇
を
、
巻
六
十
九
で
「
任
賢
」

篇
を
引
く
）。

26　

本
文
は
新
釈
漢
文
大
系
『
貞
観
政
要
』
に
よ
る
。

2７　
「
均
節
賦
税
恤
百
姓
」
其
の
五
（『
唐
陸
宣
公
集
』
巻
二
二
）。
木

下
鐡
矢
「「
治
」
よ
り
「
理
」
へ
─
陸
贄
・
王
安
石
・
朱
熹
─
」

（『
東
洋
史
研
究
』
55
、
一
九
九
六
年
十
二
月
）
は
、
陸
贄
の
こ
の

奏
議
を
取
り
あ
げ
、
そ
こ
に
天
人
相
関
説
か
ら
の
離
脱
が
表
れ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
唐
代
の
天
人
相
関
思
想
に

つ
い
て
は
、
戸
崎
哲
彦
「
唐
代
中
期
に
お
け
る
儒
教
神
学
へ
の
抵

抗
─
天
命
・
祥
瑞
の
理
想
を
め
ぐ
る
韓
愈
・
柳
宗
元
の
対
立
と
そ

の
政
治
的
背
景
─
」（『
滋
賀
大
学
経
済
学
部
研
究
年
報
（
３
）』

一
九
九
六
年
）
が
、
中
唐
に
韓
愈
と
柳
宗
元
が
符
命
・
祥
瑞
災
異

思
想
（
天
人
相
関
思
想
）
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
た
こ
と
を
論
じ
る
。

28　

藤
原
克
己
「
平
安
朝
漢
文
学
の
歴
史
社
会
的
基
盤
─
中
国
と
の
比

較
を
視
座
と
し
て
─
」（『
菅
原
道
真
と
平
安
朝
漢
文
学
』

二
〇
〇
一
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）。

2９　

な
お
今
日
歴
史
学
に
お
い
て
、
貞
観
年
間
の
『
御
注
孝
経
』
採
用
、

『
大
唐
開
元
礼
』
の
受
容
に
よ
る
宮
中
儀
礼
の
整
備
、『
儀
式
』
の
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編
纂
、
貞
観
年
号
の
採
用
（
背
景
に
は
『
貞
観
政
要
』
に
理
想
化

さ
れ
た
帝
王
と
貴
族
の
共
同
統
治
が
あ
る
）
等
、
貞
観
年
間
前
後

に
藤
原
基
経
ら
に
よ
っ
て
儒
教
の
導
入
が
梃
入
れ
さ
れ
た
と
い
う

指
摘
が
あ
る
（
注
４
大
隅
論
文
等
）。
王
権
（
天
皇
制
）
は
当
初
、

儒
教
や
礼
制
で
は
な
く
神
話
的
氏
族
制
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に

よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
た
が
、
八
世
紀
中
葉
以
降
、
王
権
を
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
補
強
す
る
た
め
に
礼
制
継
受
が
進
む
。
ま
た
平

城
朝
に
五
位
以
上
官
人
の
全
子
弟
に
大
学
寮
へ
の
就
学
が
義
務
づ

け
ら
れ
た
よ
う
に
、
儒
教
思
想
は
貴
族
社
会
を
統
合
す
る
秩
序
原

理
と
し
て
機
能
し
始
め
る
。
そ
こ
に
は
、
八
世
紀
以
降
の
藤
原
氏

が
一
貫
し
て
追
求
し
た
「
有
力
臣
下
に
よ
る
王
権
の
補
佐
・
後

見
」
と
い
う
権
力
形
態
を
正
当
化
し
得
る
の
は
、
仏
教
道
教
で
は

な
く
儒
教
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
も
与
る
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。

　
　
　
『
貞
観
政
要
』
に
関
し
て
い
え
ば
、『
貞
観
政
要
』
巻
十
「
論
祥

瑞
第
三
十
八
」
に
は
、
太
宗
が
貞
観
六
年
「
此
よ
り
後
、
諸
州
の

所
有
祥
瑞
、
竝
び
に
申
奏
を
用
ゐ
ざ
れ
」
と
、
瑞
祥
の
報
告
を
停

止
す
る
よ
う
侍
臣
に
告
げ
た
と
あ
る
。
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代

に
続
く
日
本
の
瑞
祥
改
元
が
貞
観
の
後
の
元
慶
を
も
っ
て
終
わ
る

の
も
、『
貞
観
政
要
』
に
示
さ
れ
た
唐
王
朝
の
天
人
相
関
思
想
に

対
す
る
態
度
（
儒
家
思
想
）
の
受
容
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

30　

長
徳
四
年
頃
、
左
右
衛
門
権
佐
に
惟
宗
允
亮
と
後
の
式
部
の
夫
藤

原
宣
孝
が
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
行
成
は
『
行
成
詩
稿
』
に

お
い
て
式
部
の
父
藤
原
為
時
を
「
親
友
」
と
呼
ん
で
詩
を
和
し
て

い
る
。




